
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

２０１ アルブミン定性（尿）の算定について 

 

《令和６年６月２８日》 

 

○ 取扱い 

 

① 次の傷病名に対するＤ001「６」アルブミン定性（尿）の算定は、原則と

して認められる。 

⑴ 糖尿病 

⑵ 糖尿病性腎症 

② 次の傷病名等に対するＤ001「６」アルブミン定性（尿）の算定は、原則

として認められない。 

⑴ 重症腎不全 

⑵ 慢性透析患者 

③ 糖尿病性腎症に対するＤ001「６」アルブミン定性（尿）とＤ000 尿中一

般物質定性半定量検査の併算定は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

腎疾患におけるアルブミン定性（尿）は、尿蛋白の主成分であるアルブミン

のみを検出する検査であり、疾患活動性や進行度を評価するための簡便かつ

有用な検査である。糖尿病では腎症の発症、腎症の進行度推定の指標として用

いられる。なお、尿蛋白を全体として検出する尿中一般物質定性半定量検査も

ほぼ同様の目的で用いられ、しばしば併用される。一方、重症腎不全や慢性透

析患者では、腎疾患は末期の状態にあり、腎臓はほとんど機能しておらず、こ

れらの検査の臨床的意義は低い。 

以上のことから、糖尿病、糖尿病性腎症に対するアルブミン定性（尿）の算

定は原則として認められ、糖尿病性腎症に対するアルブミン定性（尿）と尿中

一般物質定性半定量検査の併算定は原則として認められると判断した。 

なお、重症腎不全、慢性透析患者に対するアルブミン定性（尿）の算定は原

則として認められないと判断した。 
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